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国外に政党の別途支部など設置禁止 

 
☞ 大韓民国の政党は国外に別途の支部または党員協議会を設置したり下部組織 

運営のために事務所を置くことができません。 

▶ 大韓民国の政党は「政党法」第 3 条により首都のソウルに中央党を、特別市・広域市・道に 

各々市・道党を置くことができ、同法 第 37 条により国会議員地域区および自治区・市・郡、

邑・面・洞に限り党員協議会を置くことができます。 

▶ したがって、政党は国外に別途支部または、党員協議会を設置できず、下部組織を運営す 

るための事務所を置くことができない。 

▶ ただし、国外に居住している党員たちが自発的に党員集会体を構成したり特定政党の 

政策を支持・後援する在外同胞が公職選挙と関係なく団体を設立するのは「公職選挙 

法」および「政党法」上、差し支えない。 

 

※ 大韓民国国民でない外国人は大韓民国政党の党員になれない。(政党法第 22 条) 

 

   在外選挙関連資料は在外選挙ホームページ(http://ok.nec.go.kr)を参考にして下さい！  
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